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ポンプ場・各都市下水

日

路・谷田樋管・小磯川

概

樋管）につ
事業区分 □

施

 自治事務   □ 

策

法定受託   □ そ

名

の他
今後の方向性 □ 

防

縮小　□ 改善 いて、

災

保守点検等を計画的に

・

実施する。
（改善措置

減

等）□ 休止　□ 終

災

了
計画対象 □ 実施計

対

画査定対象  □ 行

策

政改革対象 
□ 廃止

基

　　　　 

※決算額に

本

ついては、端数処理に

目

より、他資料の決算額

標

と差異が生じている場

安

合もあります。
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No. 事務事業名 活

要

動内容 コスト（事業費

施

：千円）

都市下水路整

策

備事業 令和　４年度 令

の

和　５年度 令和　５年

目

度 令和　６年度 令和　

的

４年度 令和　５年度 令

地

和　５年度 令和　６年

震

度
活動指標名 単位

実績

・

計画 実績 計画 決算 当初

水

予算 決算 当初予算
全体

害

事業概要
①

改築工事件

な

数 件 0 2 1 2
市街地の

ど

浸水を防ぐための雨水

の

排除を目的とした都市

自

下水路施設（竹ノ下ポ

然

ンプ場・大場ポンプ場

災

・梅名ポ 18,900

害

60,000 55,8

か

64 60,000
ンプ

ら

場・各都市下水路・谷

、

田樋管・小磯川樋管）

市

につ
②いて、機器の更

民

新や長寿命化を計画的

の

に実施する。

令和　７

生

年度の優先度

③2 　□

命

 Ａ　　　 □ Ｂ　

、

　　 □ Ｃ　　　 

身

□ Ｄ　

「都市下水路

体

個別施設計画」に基づ

、

き、竹ノ下ポンプ場４

財

号主ポンプ機械設備改

産

築と竹ノ下ポンプ場ゲ

を

ート設備
□ 計画どお

守

り   
令和　５年度

る

等電気設備改築を契約

た

し、翌年度への繰越工

め

事となった。また、令

、

和４年度からの繰越工

被

事である安久都市下水

害

■ 遅延      

を

   
の評価 路竹ノ下

最

樋門等ゲート改築は、

小

今年度内に完了した。

限

□ 進展なし    

に

 

■ 維持　□ 拡大

抑

市街地の浸水を防ぐた

え

めの雨水排除を目的と

る

した都市下水路施設（

対

竹ノ下ポンプ場・大場

策

ポンプ場・梅名ポンプ

を

事業区分 □ 自治事務

講

   □ 法定受託 

じ

  □ その他
今後の

、

方向性 □ 縮小　□ 

災

改善 場・各都市下水路

害

・谷田樋管・小磯川樋

に

管）について、機器の

強

更新や長寿命化を計画

い

的に実施する。
（改善

ま

措置等）□ 休止　□

ち

 終了
計画対象 ■ 実

を

施計画査定対象  □

つ

 行政改革対象 
□ 

く

廃止　　　　 

ること。

施策の方向 水害対策の推進

施設の機能停止を未然に防ぐため各施設の保守点検を実施し、施設の機能維持に繋がる修繕等を実施した。
■ 計画どおり   

令和　５年度
□ 遅延         

の評価
□ 進展なし     

■ 維持　　　　 市街地の浸水を防ぐための雨水排除を目的とした都市下水路施設（竹ノ下ポンプ場・大場ポンプ場・梅名ポンプ場・各都市下水路・谷田樋管・小磯川樋管）について、

今後の方向性 □ 拡大　　　　 保守点検等を計画的に実施する。また、「都市下水路個別施設計画」に基づき、機器の更新や長寿命化を計画的に実施する。

（改善措置等） □ 縮小　　　　 

□ 改善　　　　 
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No. 事務事

年

業名 活動内容 コスト（

度

事業費：千円）

都市下

　

水路維持管理事業 令和

　

　４年度 令和　５年度

事

令和　５年度 令和　６

務

年度 令和　４年度 令和

事

　５年度 令和　５年度

業

令和　６年度
活動指標

評

名 単位
実績 計画 実績 計

価

画 決算 当初予算 決算 当

表

初予算
全体事業概要

①

（

雨水ポンプ施設の点検

個

・ 回 5 5 5 5
市街地の

票

浸水を防ぐための雨水

）

排除を目的とした都市

課

試運転回数
下水路施設

名

（竹ノ下ポンプ場・大

都

場ポンプ場・梅名ポ 1

市

6,381 16,29

基

7 15,812 21,

盤

573
ンプ場・各都市

部

下水路・谷田樋管・小

生

磯川樋管）につ
②いて

活

、保守点検等を計画的

排

に実施する。

令和　７

水

年度の優先度

③1 　□

対

 Ａ　　　 □ Ｂ　

策

　　 □ Ｃ　　　 

室

□ Ｄ　

施設の機能停

作

止を未然に防ぐため各

成

施設の保守点検を実施

日

し、施設の機能維持に

令

繋がる修繕等を実施し

和

た。
■ 計画どおり 

　

  
令和　５年度  

□

６

 遅延       

年

  
の評価

□ 進展な

　

し     

■ 維持

８

　□ 拡大 都市下水路

月

施設（竹ノ下ポンプ場

　

・大場ポンプ場・梅名


